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宛先：－保健局 

   －ハノイ首相司令部 

   －各区，群，地区の人民委員会 

   －ハノイＣＤＣ 

   －各局，団体 

 

 

ハノイ，２０２１年１月３１日 

 

ＣＯＶＩＤ－１９対策に関する政府常務会合におけるグェン・スアン・フック首相の２０２

１年１月３０日付の首相府通知２２／ＴＢ－ＶＰＣＰを実施するため，ハノイ市ＣＯＶＩ

Ｄ－１９対策指導委員会は各部局に対して以下の内容を実施するよう要請する。 

 

１．各局及び各区，群，地区の人民委員会 

－対策を厳正に実施し，警戒を強化し，絶対に油断してはならない。 

－早期発見のため状況を綿密にフォローアップし，迅速に行動し，早急に追跡し，最速のス

ピードで徹底的なゾーニングをし，流行を押さえる。 

 

－ＣＯＶＩＤ－１９国家対策指導委員会のガイダンスに規定された感染対策に関する啓蒙

活動を強化し，自発的な医療申告，追跡アプリケーションのインストール，５Ｋ（マスク，

消毒，密集しない，医療申告，社会的距離の確保）の実施を推奨し，規定どおりにマスクを

着用しない場合には，厳正な処分を行う。 

 

－宣伝し，入国者，濃厚接触者及びその濃厚接触者の接触者（以前に１４日間の医療隔離の

指示を受けた者も含む）に対しては，２１日間の集中隔離を厳正に実施する。 

 

２．ハノイ市司令部に以下の内容を命じる。 

－ノイバイ空港での入国者の動線を確保する。保健省の規定に基づき軍隊の集中隔離施設

へ入国者を移送する。 

 

－軍隊の集中隔離施設が入国者及び感染者の濃厚接触者を受け入れ，２１日間の集中隔離



を厳正に実施する。 

 

３．ハノイ市の集中隔離施設が所在する各区，群，地区の人民委員会に以下の内容を命じる。 

－集中隔離施設管理委員会が規定に基づき隔離対象者を受け入れ，移送，引き渡しするよう

指導する。 

 

－首相の指示に基づき，隔離の決定，２１日の隔離期間を満たした者（１４日間の医療隔離

を指導されたケースを含む）に対する医療隔離完了決定書を付与する。 

 

－適時にゾーニングをし，感染症が流行，爆発しないようハノイ市における医療隔離対象者，

集中隔離を完了して居住地にいる者を綿密に監視する。 

 

４．保健局に以下の内容を命じる。 

－市中における咳，発熱，呼吸器の感染症の症状を有する者に対して迅速に検査を実施する。 

 

－全ての感染症の状況に備えるため医療従事者の再訓練を行う。 

 

－市中感染が生じないよう，関係機関が適時に処理，ゾーニング，追跡を行うため，ハノイ

市ＣＤＣが疑い症例，陽性者の検査結果を適時に通知する。 

 

－ハノイ市の隔離施設における医療隔離の検査，監視を強化する。 

 

５．各局，団体及び関連機関 

各局の所管範疇を踏まえて，２０２１年１月３０日付けの首相府の通知２２／ＴＢ－Ｖ

ＰＣＰを厳正に実施する。 

ハノイ市ＣＯＶＩＤ－１９対策指導委員会は保健局，ハノイ市司令部及び各区，群，地区

及び関係機関が厳正に実施することを求める。 

 

Ｎｇｕｙｅｎ Ｋｈａｃ Ｈｉｅｎ保健局長 


